
手続きの大まかな流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策等の案の策定 

（第 3条第 1項） 

ＨＰなどで公表(第 4条第 3項) 

実施機関 市民等 

政策等に関する 

意見等 

（第 5条各項） 
郵便・ファクシミリ・電子メール等で

実施機関へ提出（第 5条第 2項） 

政策等について 

意思決定 

（第 6条第 1項） 

提出された意見等・市の考え方等を

ＨＰなどで公表（第 6条第 2項） 

提出された市民の

意見等の考慮 

（第 6条第 1項） 

議案上程 

報告 

議 会 

原則 20日間程度の意見募集期間 

（第 5条第 1項） 

政 策 等 の 施 行 ・ 策 定 

審議 

報告 

策定委員会等 


